
   津市消防本部消防機械器具管理規程 

 

平成１８年１月１日津市消防本部訓第１５号  

 

 改正  平成１９年３月３１日津市消防本部訓第４号 

    平成２４年２月７日津市消防本部訓第１号 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、津市消防本部が有する消防機械器具の適正な管理を図る

ため、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 この規程における用語の意義は次のとおりとする。 

  消防機械器具（以下「機器」という。）とは、別表に掲げるものをいう。 

  消防自動車等とは、別表に掲げる消防自動車、救急自動車、及びその他

の車両をいう。 

  消防器具とは、別表に掲げるものをいう。 

  消防資材とは、別表に掲げる消火剤等をいう。 

  所属長とは、消防本部の課長、室長及び担当副参事並びに消防署長をい

う。 

  機器取扱者とは、機器、消防器具及び消防資材を取扱う者、及びこれら

を取扱う者を指導、監督する者をいう。 

  整備管理者とは、消防自動車等の点検及び整備並びに車庫の管理を指導、

監督する者をいう。 

 （他の法令等との関係） 

第３条 機器の管理については、道路交通法（昭和３５年６月２５日法律第１

０５号）、道路運送車両法（昭和２６年６月１日法律第１８５号）、銃砲刀

剣類所持等取締法（昭和３３年３月１０日法律第６号）、船舶法（昭和３２

年３月８日法律第４６号）等に定めるもののほか、この規程によるものとす

る。 

 （消防長の責務） 

第４条 消防長は、消防自動車等の運転に関し、当該自動車の安全な運転を確

保するために必要な教育を行うように努めなければならない。 



 （機器取扱者の責務） 

第５条 機器取扱者は、適正な管理と取扱い技術の向上に努め、その機能を十

分に発揮しなければならない。 

２ 機器取扱者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

  消防自動車等の運行に際しては、所属長又はそれに代わる上司の指示に

よること。 

  道路交通法その他関係法令の修得及び遵守に努めること。 

  消防自動車等は、常に出動できる状態を保つため点検、清掃及び整備を

行うとともに盗難、火災防止に留意のうえ所定の場所に格納しなければな

らない。 

 （運転資格） 

第６条 消防自動車等は、運転技能認定を受けた者でなければ運転してはなら

ない。ただし、所属長が特に認めた場合はこの限りでない。 

 （救命索発射銃の取扱い） 

第７条 救命索発射銃の取扱いについては、消防署長が取扱者を指定して取扱

い事故の絶無を期さなければならない。 

 （事故等の処理） 

第８条 機器損傷事故（交通事故によるものを含む。。）又は機器亡失事故が

発生したときは、当該職員は、直ちに関係法令で定める処置をするとともに、

所属長に報告し指示を受けるものとする。 

２ 前項の規程による報告を受けた所属長は、速やかに消防機械器具損傷事故

報告書（第１号様式）又は消防機械器具亡失事故報告書（第２号様式）によ

り消防長へ報告するものとする。 

 （整備管理者） 

第９条 整備管理者は、道路運送車両法第５０条に定める資格を有する職員の

うちから消防長が任命する。 

   第２章 配置及び保管等 

 （機器の配置） 

第１０条 消防長は、機器の機能、消防業務の活動特性を考慮して、その配置

を適正に行わなければならない。 

 （機器の配置替え等） 

第１１条 所属長は、機器の配置及び積載についてみだりに配置替えをしては

ならない。 



２ 所属長は、機器の配置替え又は新たな機器の配置を必要と認めるときには、

消防機械器具配置（替）承認申請書（第３号様式）により、消防長の承認を

得るものとする。ただし、緊急を要するもの又は臨時的なものについては、

この限りでない。 

 （検査および性能の把握） 

第１２条 所属長は配置されている機器を必要に応じて検査し、その性能把握

に努めるとともに、常に効果的に利用できるよう保管の適正を図らなければ

ならない。 

 （機器の使用廃止） 

第１３条 所属長は、機器の使用を廃止する必要があると認めるときは、消防

機械器具使用廃止承認申請書（第４号様式）により、消防長の承認を得るも

のとする。 

 （標示） 

第１４条 機器には必要に応じ、所属名、整理番号、その他を標示しなければ

ならない。 

   第３章 点検及び整備等 

 （日常点検等） 

第１５条 機器取扱者は、消防自動車等について毎日 1 回以上の日常点検を行

うものとする。 

２ 所属長は、前項に定めるもののほか必要に応じ随時点検を実施するものと

する。 

 （継続検査等） 

第１６条 消防長は、消防自動車等の定期点検整備計画を策定し、道路運送車

両法に定める継続検査又は定期点検を適正に実施しなければならない。 

 （故障等の報告等） 

第１７条 機器取扱者は、消防自動車等に故障、損傷又は異常を認めたときは、

直ちに所属長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた所属長は、その状況を調査し、修理又は整

備を要すると認めるときは、消防自動車等修理・整備申請書（第５号様式）

により消防長に申請しなければならない。 

３ 所属長は、修理又は整備を終えたときは、消防自動車等修理・整備結果報

告書（第６号様式）により、消防長に報告するものとする。 

 （改造の申請） 



第１８条 所属長は、機器の改造が必要と認めるときは、消防機械器具改造承

認申請書（第７号様式）により消防長の承認を得るものとする。 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年４月１日消防本部訓第４号） 

 この訓は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年４月１日消防本部訓第１号） 

 この訓は、平成２４年４月１日から施行する。 

  

 



別表 

 

 消防ポンプ自動車 

 水槽付消防ポンプ自動車 

 化学消防ポンプ自動車 

 屈折放水塔付消防ポンプ自動車 

 消防自動車 はしご付消防ポンプ自動車 

 救助工作車 

 指揮車 

 広報車 
 給水車 

 電源照明車 

 資機材搬送車 

 その他 

 

 救急自動車 高規格救急車 

 救急車 

 

 その他の車両 その他の車両 

 二輪車 

  消防機械器具 

 小型動力ポンプ 

 吸水器具 

 放水器具 

 発泡器具 

 消防器具 照明器具 

 保安器具 

 救助器具 ※１ 

 救急器具 ※２ 

 整備器具 ※３ 

 その他 

 

 消火剤 

 消防資材 油類 

 その他 

 

 

※１ 救助隊の編成、装備及び配置に基準を定める省令（昭和６１年１０月１日自治省令第２２

号）第２条に揚げる救助器具をいう。 

※２ 救急業務実施基準について（昭和３９年３月３日自消甲教発第６号）第１１条に揚げる資

器材をいう。 

※３ 消防機械器具を維持管理する上で、修理、補修する機械工具をいう。 

 

 



第１号様式（第８条関係） 

                                                                       年  月  日 

 

（あて先）消防長 

 

                                                       報告者 

                                                   氏  名            ○印  

 

消 防 機 械 器 具 損 傷 事 故 報 告 書 

発 生 日 時  年  月  日   時    分 

発 生 場 所 
 

 

発生時の運用場所 
 

 

配 置 場 所 
 

 

機 器 名 
 

 

死 傷 者 の 有 無 

負傷程度・損傷状況 
 

取扱者・職名・階級 

氏 名 ・ 経 験 年 数 
 

監督者・職名・階級 

氏 名 
 

発生前の点検種別及

び結果並びに処理の

状況 

 

現場の状況及び発生

原因 
 

処置状況及び所属の

事故防止方針 
 

備 考 
 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

                                                                              年  月  日 

（あて先）消防長 

 

                      報告者  

                                                         氏  名                             ○印 

 

消 防 機 械 器 具 亡 失 事 故 報 告 書 

日  時 

亡  失 

場  所 

    年  月  日    時  分 

 

  物  品 

亡 失   数 量 

          箇  所 

 

事故当事者職名 

階 級 ・ 氏 名 
 

亡 失 の 状 況  

処 置  

 



第３号様式（第１１条関係） 

    年   月   日 

（あて先）消防長 

 

申請者 

氏 名              ○印  

 

消 防 機 械 器 具 配 置（替）承 認 申 請 書 

配置（替）申請 

機器名及び数量 

 

配置（替）予定 

実 施 月 日 

 

配  置 （替） 

署  所  名 

 

配置に対する 

準    備 

 

備     考 

 

 



第４号様式（第１３条関係） 

   年   月   日 

 

（あて先）消防長 

申請者 

氏 名              ○印  

 

消 防 機 械 器 具 使 用 廃 止 承 認 申 請 書 

使用廃止申請機器名 

及 び  数  量 

 備

品

番

号 

 

申 請 の 理 由 

 

申請機器の主要履歴 

 

備       考 

 

※ 本申請書は、消防機械器具に使用すること。 

一般備品を廃止する場合は、別様式で申請すること。 



　

　

　

　

　

走　行　距　離 キロメートル

（　機　器　名　）

主　査担当副主幹分署長 担当主幹 担当副主幹 主　査

消防自動車等修理・整備申請書

車　　両　　名

署　長 副署長

　　年　　月　　日

氏　名　　　　　　　　　　 

第５号様式（第１７条関係）

所属長　

(宛先)消防長 　

　　　　箇　所

発　生　原　因

発　生　経　過
及　び　状　態

備　考　・　写　真　等

　要　整　備

　要　修　理



　

　

　

　

処　　　　理　　　内　　　容

所　要　経　費依　　頼　　業　　者日　付

円

主　査

走　行　距　離

第６号様式（第１７条関係）

署　長 副署長 分署長 担当副主幹担当主幹 担当副主幹 主　査

車　　両　　名

（　機　器　名　）
0

氏　名　　　　　　　　　　 

消防自動車等修理・整備結果報告書

　　年　　月　　日

(宛先)消防長 　

所属長　

キロメートル

処　　　理　　　結　　　果

発　生　経　過
及　び　状　態

　要　修　理

　要　整　備

0

発　生　原　因

　　　　箇　所



第７号様式（第１８条関係） 

 

                                                                           年  月  日 

 

（あて先）消防長 

 

申請者 

                                                          氏  名                        ○印  

 

消 防 機 械 器 具 改 造 承 認 申 請 書 

改 造 名 及 び 

改 造 箇 所 

 

配 置 

署 所 名 

 

改 造 の 目 的 

 

改 造 の 概 要 

 

改 造 に つ い て 

の 希 望 

 

備 考 

 

注 略図を添付すること。 


